
を募集します！
富山県では、要介護者の自立支援や生活の質の向上、雇用環境の改善に積極的に

取り組む介護事業所等を表彰します。
あなたの事業所で工夫している取組みをアピールしてみませんか？

(1) 募集期間

令和５年７月31日（月） ～ ８月31日（木） ※消印有効
(2) 応募方法
応募書類を郵送（持参も可）又は電子メールにてご提出ください
※提出書類は部門ごとに異なります（詳細は募集要項をご覧ください）

2応募方法

お問合せ先

富山県厚生部高齢福祉課 介護保険係

TEL：076-444-3272 FAX：076-444-3492
E-mail ： akoreifukushi@pref.toyama.lg.jp

年齢

【取組み例】
 利用者の状態に合わせた個別訓練メニューの

作成により、身体機能改善者が増加
 ケアプランに「聞き書きボランティア」など

インフォーマルサービスを取り入れたところ、
認知症の症状が改善

 社会福祉協議会や地域包括支援センター、ケ
アマネジャーとチームを編成し地域課題を解
決。

など

自立支援部門 雇用環境部門

【取組み例】
 新人職員の研修の実施指導担当者に対する独自

の内部研修の実施
 看護休暇・介護休暇の設定など育児、介護を両

立できる取組みの実施
 職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロ

ボット等の導入
 ICTの活用による職員の負担軽減や業務省力化

など

・県内で介護保険サービスを提供していること
・介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定
確保に関する法律、労働基準法等の関係法令を
遵守しており、過去３年間違反がないこと。

・社会保険に加入し、該当する制度の保険料の滞
納がないこと。

・暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していな
いこと。

・開設から２年以上経過していること。

1募集の対象
笑顔あふれるいきいき介護事業者を募集します！

3表彰式
令和５年11月に富山県庁の庁舎内で表彰式を開催する予定です。
受賞事業所には、表彰状及び副賞（３万円以内の介護関連用品）を授与します。

応募書類はこちらから！

過去の受賞者の取組みも紹介しています。

・県内で介護保険サービス又は障害福祉サービスを
提供していること

・介護保険法、老人福祉法、高齢者の居住の安定
確保に関する法律、労働基準法等の関係法令を
遵守しており、過去３年間違反がないこと。

・社会保険に加入し、該当する制度の保険料の滞
納がないこと。

・暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していな
いこと。

・処遇改善加算Ⅰの届出を行っていること。
（加算の対象ではない事業所は、処遇改善加算Ⅰ
の要件を満たす取組みを行っていること）

・開設から２年以上経過していること。
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※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です

http://3.bp.blogspot.com/-3y_rS6IJufg/VWmAwleKssI/AAAAAAAAtz4/w3jvMFREjHw/s800/job_syakai_fukushishi_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYVVqLIOxNk/VJ6XAvZ4VqI/AAAAAAAAqDk/-LqEVU9ijpY/s800/kaigo_kurumaisu.png

